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○委員長（喜々津英世委員） 

皆さんこんにちは。定刻となりました。定足数に達しておりますので本日の、第３回

になりますけれども、特別委員会を開催いたします。本日はですね、７月３日の第２回

特別委員会時に決定しておりましたとおり、長与町議会会議規則第６８条の規定に基づ

いて、西岡議員に出席を求めております。質疑を行いたいと思っております。質疑に当

たっては、新聞報道、全員協議会での説明等踏まえ、問題点の整理等を行ってまいりま

した。また３日の特別委員会では教育委員会に対する質疑、答弁の中で、また、明らか

になったものもあったと思っております。そういったものを踏まえて、本日は質疑をお

願いしたいと思っております。なお、西岡議員におかれましては、この調査にひとつ御

協力いただきますように、よろしくお願いいたしておきます。 

それではまず初めに、西岡議員から前回の６月６日の全員協議会の中で説明した事項

に対して補足等があればですね。冒頭西岡議員から、説明を受けたいと思います。 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

取り立てて補足っていうほどではありませんので、結構でございます。 

委員長におかれましては特別委員会のかじ取り、大変に御苦労さまでございます。ま

た委員の皆様におかれましても、お時間を使い、特別委員会の調査、研究、大変に御苦

労さまでございます。以上でございます。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員から特別、説明することはないということでありますので、これから早速、

質疑に入りたいと思います。どなたからでも結構です。 

質疑ありませんか。 

山口委員。 

○委員（山口憲一郎委員） 

全協の時にもらった議事録がありますけども、その中に書いてあります、西岡議員が

４回程役場の方に出向いたと書いてありますけども、その中で、５月１６日と１８日、

２回は教育委員会の方から、お呼びがあったということでありますけど、それは間違い

ございませんでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

明らかに鮮明に覚えているわけではございませんが、多分そうだというふうに理解を

しております。 

○委員長（喜々津英世委員） 

山口委員。 

○委員（山口憲一郎委員） 



それであれば、２回は自分から役場の方に出向いていったということで捉えて、質問

させていただきたいと思いますけども、自分自身で役場に出向いた。出向かれたという

ことは、どのような考えを持って行かれたのか、まず質問させていただきたいと思いま

す。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

取引においての確認でございます。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

山口委員。 

○委員（山口憲一郎委員） 

役場に出向いたっていうことは別に、一般の人からすれば、別に何もないのかなとい

うことで思いますけども、今、議員の立場から、議員でありますので、やはりこうその

時に、やっぱり今私たちが議会で倫理条例を作っております。それに触れるという思い

はなかったのか、質問をさせていただきます。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

西岡克之個人でまいりました。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

良いですか。他にありませんか。 

饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員） 

個人で行かれたっていうことですけれども、議員であることは明らかかなというふう

には思っております。その中で５月２日に教育委員会に行かれ、その後、５月１２日に

副町長と面談したということでございますが、教育委員会に行かれた時には了解しまし

たということで、その後、副町長に面談したのはどういう目的があって面談をされたの

でしょうか、お伺いします。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

それも同じく確認に行きました。西岡克之個人として確認に行きました。以上でござ

います。 

○委員長（喜々津英世委員） 

饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員） 



いや、確認というのであれば、教育委員会へ行くべきかというふうに思います。所管

でない副町長の所に行かれた理由は何か教えてください。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

同様でございます。それも、確認でございます。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員） 

私が求めている回答と違うかと思うんですが、副町長は所管ではないので、副町長に

何を確認されるんですか。教育委員会で話し合った結果は教育委員会のことでありまし

て、副町長がそれを知ってるということではございませんよね。その上で副町長に何を

確認したのか、内容を教えてください。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

内容は、教育委員会に行ったのとほぼ同じで一連の問題の確認でございます。 

○委員長（喜々津英世委員） 

今、委員の質問は教育委員会所管の給食米の件、副町長の所に行った目的は何かと。

教育委員会と同じ内容ですというふうに話をされたと思うんですが、それでよろしいで

すか。他にありませんか。関連でも良いですからどうぞ。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

教育委員会でも、他の所でもそうなんですが、カウンターの所に一般の方とか業者の

人はまず職員に言ってくださいということで、直接はそういう管理者と会えないんです

よ。実は、先日の特別委員会でも、教育長が一般の方、業者の人とは、私は会うことは

ない。やっぱり会うということは議員だからということをおっしゃってたんです。今、

議員は個人の立場とおっしゃいましたが、実際その役場のシステムとしては個人とか業

者とは会わないというのが、そういう立場なんですよね。ちょっとそこは食い違うのか

な。やっぱり議員として、議員として行かれた。相手方も議員だから会ったということ

だと私たちは先日の委員会で認識したんですが、そこはいかがでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

相手の取り方はどうか、存じませんが、私個人としては、西岡克之個人で行かせてい

ただきました。以上です。 



○委員長（喜々津英世委員） 

良いですか。 

河野委員。 

○委員（河野龍二委員） 

ちょっと関連します。教育長に会う時にまず職員のどなたかとアポを取りましたか。

教育長と会いたいということで。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

教育委員会の窓口っていうか、いらっしゃいますかっていう形で、お尋ねをいたして

おります。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

河野委員。 

○委員（河野龍二委員） 

副町長の時はどうですか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

同様でございます。 

○委員長（喜々津英世委員） 

河野委員。 

○委員（河野龍二委員） 

実は先日教育委員会が来た時もそういう話をしました。私たちも教育長だとか会う時

に、職員の方にいらっしゃいますか、いらっしゃれば、時間が空いてれば、教育長が職

員の方がいらっしゃいますという形で通してくれるんですね。それは議員だから、それ

が可能であって、個人だとか、業者の方が行く場合は、通常やっぱりその直接会うこと

は無いというふうに言われたんですよ。ですから、西岡議員が自分は個人で行ったとい

うふうに言われますけども、行政としては議員だから、議員が直接いらっしゃいますか

と尋ねてきたから会ったというふうに捉えてるんですね、その辺はどう考えですか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

とらまえ方の違いかなと思います。私は、西岡です。いらっしゃいますかというふう

に言っておりますので、相手側の取り方によるのかなっていうふうに感じております。

以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 



河野委員。 

○委員（河野龍二委員） 

政治倫理条例で大事な所はそこなんですよね。やはり議員という立場であれば、そう

いう職員は議員として話を聞くだろうというふうな形で、先を考えないといけないんで

すよね。だからやっぱり政治倫理条例でこういうことをしちゃいかんというふうにして

るんですよ。そこをあくまでも個人で行ったというのは、やはりちょっと通用しないと。

行政側は議員だから直接会う、会って話をする。そういう話のいろんな中身を聞くとい

う形で捉えてるんで、そこはやっぱり政治倫理条例からすると、やはり反していると客

観的に見て思いませんか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

私といたしましては、一個人として行くものですから、そこに議員として行ったとい

う認識はございません。ですので、全く議員というわけではないので、一個人として伺

ったという認識しか持っておりませんので、以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

分部議員。 

○委員（分部和弘委員） 

ちょっと１点お伺いいたします。現在、西岡屋と西岡議員の関係についてですけども、

どういった今、西岡屋での立場があるのかないのか、そういったところをちょっとお聞

かせいただきたいと思います。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

立場はですね、かといって給料をもらっているわけでもないし、どう言って良いのか。

立場。西岡議員として、また、西岡屋の１関係者としては、私個人は切り離しをしてい

るつもりではございます。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

分部委員。 

○委員（分部和弘委員） 

って書いてましたけども。っていうんであれば、西岡屋さんの経営には直接関連して

ない、タッチしてないということで理解してよろしいでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

西岡屋は西岡吉子の許可、また名義でございます。私個人のものではございません。



以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

良いですか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

お疲れさまです。私もその件でちょっと、教育委員会のヒアリングの中で、５月１日

教育委員会から西岡屋の方に、いわゆる６月分の発注の件についての連絡が入っている

と思うんですよね。ちょっと議事録読み上げますと、電話連絡をさせていただき、西岡

屋の方、女性の方から、うちは構わないという御返答をいただきましたとありました。

まず、この女性の方っていうのは教育委員会の方はどなたっていうのを正確に把握され

てないんですけれども、西岡議員の方ではどなたか把握されてるのでしょうか。また、

把握されているのはどなたなんでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

うちのスタッフの１名でございます。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

結構重要な案件というか、重要な連絡に対して即答という形で返事をされているんで

すけれども、１スタッフというとそれなりの責任のある方というふうな捉え方で良いん

でしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

電話口で無くなりますと言われて、ああ、そうですかとしか言いようがないと思いま

す。本来ならば、こういう大事なお話は文書で行うべきだと思いますので、私はそうい

うふうに感じております。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

これは、この全員協議会の時にも私確認させていただいたんですが、契約自体は単価

契約であって数量契約では無いというふうに教育委員会からも説明がありました。西岡

屋としては当然、毎月来ている分が当然年間、予定通り来れば、定期的に発注があると

いうふうなことなんでしょうけども、そこを教育委員会は契約上は別に発注をしなくて



も良いわけですよね。発注が無くなっても契約違反ではないと思うんですよ。でも、こ

こに議事録にあるんですけれども、準備をしておられたら御迷惑をおかけすると思い、

農協とかじげもんの発注に先立って、西岡屋に６月分についてはよそに発注する旨、電

話連絡をさせていただきましたとあるんですよね。ちょっと分からないんですけども、

普通、責任ある方じゃなければ、いや、確認をしてから折り返し電話させますとか普通

の、普通だと私もそうだと思うんです。自分が分からない事をそうですかだけでは、果

たしてそれが、そういうのがあるのかなと。あるとしたらそれまでなんですけれども、

そこはちょっとこう、余りにもあいまい過ぎるのかなと思うんですよね。ですので、こ

れはあれですか。再度聞きますけれども、西岡議員が役場に来られたのはどなたの指示

で来られたのか。西岡議員は今、分部議員の質問に自分の立場がちょっとはっきり明確

にお答えなかったんですけども、経営者、代表者というんでしょうか。西岡吉子さんと

いう方がいらっしゃるんですけども、その方から指示を受けて来られたのか。どういう

立場、どういう形で役場の方に来られたのか。役場に来られたっていうのは先程あった

教育委員会に面談したり、副町長に面談したりということですね、そこをお尋ねします。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

指示というわけではございませんが、後でその電話口のお話は聞きました。かねてよ

り地産地消を推進する立場ですので、私も一概には断りづらいというふうに理解をして

おります。先程申し上げましたように、こういう大事な話を電話口でするのかなと。常

識的に考えて、普通は文書でやりとりをします。その確認に伺いました。以上でござい

ます。 

○委員長（喜々津英世委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

理解はできないんですけれども、一応おっしゃることは分かりました。それとですね、

いわゆる教育委員会に来た、副町長に行かれたって一連のあったんですけども、河野議

員もおっしゃってましたけども、今回の件に関して西岡議員はまずかったかなっていう

か、反省というか、本来、個人的な立場で来られたとおっしゃいましたけども、やはり

自分の事に、自分のいわゆる利益に関する事に関して自分が動くっていう事は、やはり

こうちょっと控えるべき事じゃないかなと思うんですよね。立場は個人で来られたかも

しれないけども、議員としての立場もあるわけですし、ですのでそれを気にして西岡議

員は契約をされた当初、いわゆる議会事務局長に確認をして、問題が無いかとかそうい

うこともされてるわけですよね。やっぱり御自身も気にはされてたと思うんですよ。契

約自体は私も問題が無いことだと思います。あくまでもこれは私会計の問題ですし、代

表者も違うことですので。それはクリアだと思うんですけれども、やはり、倫理条例の



中にある職員に職務の遂行を妨げたという事を、いわゆる行ってはいけないという項目

があるんですね。ちょっと条数忘れましたけども、実際教育委員会にこないだのヒアリ

ングでも職務の遂行は妨げられていると。いわゆる発注をかけた、かけた発注を取り消

した。西岡議員が、そういうふうに、いろいろ言いに行ったことによって、発注を再度

元に戻した。いろんな、本来ならば、西岡議員が言って行かなければ起こらなかった事

が起こってきてるわけですよね。職務遂行を妨げているんじゃないかなと思うんですけ

れども、御自身でその点について、何かこう反省と申しますか、御自身の中で思うもの、

考えるものはありませんか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

発注が妨げられた。現状の発注が実際に減っているのかどうかは、私は分かりません。

ただ、職務を妨げたということも、それに勘案しているので分かりません。ただ、一個

人としてその内容の確認に行くのは許されてることだというふうに思っております。以

上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

他にありませんか。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

５月の１日に女性のスタッフの１人がうちは構わないと返答されまして、そしてその

後、次の日西岡議員は先程確認をしに行ったというところで、お答えになられたんです

が、その時に了解はしましたというふうな答えをされています。それで、その後に何回

か、数回行ってますけれども、西岡議員がその会話の中で、これ、自分の所に発注をし

なかったことについて、これは損害賠償ものだという、または、自分の所が減らされた

ら困るというような、そのような内容的なものはおっしゃいましたか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

すいません。もう一度質問をお願いします。 

○委員長（喜々津英世委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

勝本教育長などと抗議っていうか、会話をする時にですね、西岡議員が自分の所に発

注をして、６月に発注をしていただかないとそれは困るというような、損害賠償ものだ

とかいうような発言をされましたか。 

○委員長（喜々津英世委員） 



西岡議員。 

○西岡克之議員 

その時、息子と同席をいたしております。息子が話した事だというふうに認識をして

おります。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

しばらく休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（喜々津英世委員） 

休憩を閉じます。 

安部委員。今の質問の中で、その発言は西岡議員の発言じゃなくて、この会議録を見

てみると、息子さんジュンジさんて方が、そういう発言をしております。訂正をしてく

ださい。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

息子さんが言われたというところなんですが、その後にですね。やはり先程から同僚

議員が言われましたように、やはりＪＡに発注してたのを、西岡議員の数回の抗議の後

に、やっぱり変更しているというところで、何らかの御自分の行動たるものが影響があ

ったというふうに思われますか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

先程、他の議員の方の質問にあったように変更があったかどうかっていうのは確認が

できておりません。したがって、どうか分かりません。 

○委員長（喜々津英世委員） 

安部委員。先程の西岡議員の発言じゃなくて、息子さんの発言ということですから、

その分について取り消しをしてください。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

先程の質問の件で、西岡議員ではなく息子さんの発言ということでしたので、これは

取り消しというところでいたします。 

○委員長（喜々津英世委員） 

堤議員。 

○委員（堤理志委員） 

この間、教育委員会等々に何度かやり取りがされてると思うんですが、その前いずれ

かの段階でですよ。例えば、西岡屋として一定の量、確保してるか、する考えだったの

かということで、そういうふうに契約を変更されては困るというような趣旨の話はした



ことはないのかどうかですね。いかがでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

一定の量を来る予定で仕入れを、通常今まで、一定の量をいただいておりましたので、

事前に何もそういう話が無かったものですから仕入れはしております。したがって、そ

の量が減るということならば、何度も申し上げますように事前に文書等でいただいてお

れば良いんですが、いきなり、そういう話があったものです。それは確かに困るだろう

というふうに理解しております。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

堤議員。 

○委員（堤理志委員） 

先程、西岡議員が職務を妨げられたんじゃないかという質問に対して、内容確認する

ことは許されるはずだっておっしゃいました。内容確認しただけではなくて、今の御答

弁ですと困る、明らかに自らの意思をですね、そういうふうにされると困るとおっしゃ

ってるんです。困るということを言うということと、事実確認、内容確認するというの

はやはり違うことじゃないかなと思うんですから、内容確認以上のことがやっぱり発言

されてますよね、そういう御認識はありますか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

確認の一端の中での発言だというふうに理解しております。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員に申し上げますけれども、このままでは困るということは言ったこと無いと

いうふうに捉えたんですが、これは教育委員会の説明の中で、５月１２日のくだりで、

西岡議員から本年度１年間の給食米の納入数量を確保しておりこのままでは困ると言っ

た話がありということで明確にそこで、答弁をしておるんです。そうすると、教育委員

会側の次長の答弁が誤りだったのか。議員が答弁の誤りなのか、そこはっきりしたいと

思いますので、もう一度答弁お願いします。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

今申し上げましたように確認の中の一環で、そういう話が出たのかなっていうふうに

推測いたします。 

○委員長（喜々津英世委員） 

出たのかなということで。言ったのか、言わないのかの問題ですから、もう一度お願



いします。 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

確認の中で、そういう言葉が出たのかなというふうに推測及び理解をしております。 

○委員長（喜々津英世委員） 

本人もそういう発言があったということは認めたものと今思っております。他にあり

ませんか。 

饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員） 

西岡議員にお尋ねします。長与町議会議員政治倫理条例を平成２５年に私達の手で作

ったんですけれども、その政治倫理条例を議員としてどのように捉えておられますか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（喜々津英世委員） 

委員会を開きます。 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

目的の第１条にあるとおりのことなのかなと思います。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員） 

目的の所でというふうお話だったので目的をちょっと読ましていただきますと、途中

からでございますが、長与町議会議員が町民全体の奉仕者として政治倫理条例を保持し、

いやしくもその権限または地位による影響力を不正に行使して自己または特定の者の利

益を図ることはないよう必要な処置を講ずることにより、町政に対する町民の信頼を確

保し、もって公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とするというふ

うになっております。ということは、我々議員は自分で自分を律することだというふう

に私は思っております。その中で、今回のこのような報道があり、いろんな疑惑があり、

そうした場合にはこの中にもありますけれども政治倫理条例の中に、疑惑を持たれた時

は自ら疑惑の解明にあたるとともにその責任を明らかにしなければならないともありま

す。そうした時に、今日の私達の質問の中でのお答えを聞いておりますと、とても政治

倫理条例を、自ら律するいろんなことがあるのでね、全てがその西岡さんがっていうこ

とではないというふうに思っております。だから、その中でも、何か疑いがあるってい

うことに対する御自身の責任というものはあるかというふうに思うんですね、そうした

場合に政治倫理条例に基づき、自分からここがちょっといかんやったのじゃないかなと、



いや、全く倫理条例に触れないと、先程から個人とおっしゃいますけれども、我々は３

６５日２４時間議員でございまして、どこからどこを切り離したら個人なのか、ここは

個人の分ですよ、だから良いんですよとなるとおかしいのではないかというふうに思う

んですね、人間であってもちろん議員であってでも、これは個人でしたからそれは良い

じゃないかというふうには言えないんじゃないかというふうに思うんです、３６５日２

４時間どなたから見ても西岡さんは西岡議員であると私は思うんですね。その辺りも含

めて、再度その個人で行った。個人で行ったら良いのかっていうのもちょっとあるんで

すけれども、それは別としてもどうでしょう。議員として政治倫理条例を前にして、ど

ういうふうにお考えでしょうか、お伺いします。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

新聞の報道によりますと、大上段に振りかざしたわけでないと書いておりますので、

議員専業の方、兼業の方、兼業って言ったらおかしいんですが、農業されてる方もいら

っしゃいますし、他にお勤めの方もいらっしゃいます。その時は、議員っていうことは、

少し、どっちが優先するのかなっていう形になった時に、職務に勤められてる方は、会

社に行く時におれは議員だって言ってる方いらっしゃらないと思います。全くそこと同

じような考え方じゃないかなっていうふうに思います。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員） 

そういうことを言ってるわけでは無いんですけれども、非常に申し訳ないですけれど

も、議員として政治倫理条例は自分を律するために作ったものであるからこそですよ。

その言ったら職務は職務かもしれないですけれども、特に御自身がいる長与町、そこの

役場の職員にとっては西岡さんが来たら西岡議員なわけですよ。僕は西岡克之ですとお

っしゃるかもしれないけども、来られた側は西岡議員な訳ですよ。だれが見ても西岡議

員な訳です。議会にも、見てるわけですから、だから、それをいやいや西岡として行っ

たからという理由がどうも納得できない訳ですよ、私としては。いや、議員としてそん

なつもりはもちろん無かったというのはあるかもしれないですよ。しかしながら、行っ

たこと自体がアウトではないかと私は思ってるんです。だから先程、西岡屋との立場も

ありましたが、立場もあやふやなのになぜそこだけ、そこだけその減っては困るみたい

な趣旨ですよね、みたいな趣旨を言われるということは、立場は無いのになぜそこでは

言うのかがちょっと分からない、もう少し本当のことを言わしてもらうと、行ったら何

らかしてくれるんじゃないかという思いがあるのではないかとやっぱり思ってるわけ。

それがやっぱり抵触するんじゃないかというふうに思うんです。だから、ここまでがこ

うというのは無いかと思うんですけれども、やはり我々議員として、そこ律するべきじ



ゃないかと思うんですが、再度お伺いします。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

行ったことにより、発注量が変わるというのならば分かるんですが、現状変わってな

いんじゃないかなっていうふうに思いますということは、あちらの捉え方も議員じゃな

いというふうに捉えていると私は思います。私ももちろん議員という立場で行っており

ません。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員） 

今の発言の中で再度確認をさせていただきたいんですが、発注量が変わってないじゃ

ないのかなとおっしゃいましたけれども、ＪＡに発注してた分を半分はその次の月に回

して、その分を西岡屋に発注したというふうに私たちは教育委員会からお聞きしました。

そうすると、西岡さんの言動がやっぱり影響してＪＡの方を変えたと。こないだ教育委

員会の方にこの面談をさせてもらった時にもはっきりそんな言われました。もしこれが

なかったら、どうしますかという御質問が同僚議員からありました。その場合はそのま

まだったでしょうということはそのままＪＡに行ったでしょうということなんですね。

そうするとやっぱり影響があったんじゃないかというふうに思うんですね。だからその

辺りは知らないということですけれども、情報が錯綜してるのでどこまでか分かりませ

んけれども、それは御自身の西岡屋で確認できるようなことではないのかというふうに

思うんですが、いかがでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

その発注をどうしてそういうことをするんですかという内容の確認に行ったというこ

と、何遍も申し上げてますように、どうなのですかと。例えば、何かこちら側に瑕疵が

あったのか。その確認に行ったことでございます。従ってどうなるかっていうことは、

私の知り得るところでございませんが、現状では当初のとおり、ＪＡに発注されてるん

じゃないですかね。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

河野委員。 

○委員（河野龍二委員） 

確認ですけど。もう既に特別委員会の中で、教育委員会の説明の中で、５月１８日木

曜日。西岡屋、西岡議員を来町していただき、６月に確保してる米を急に減らされても

困るという事情を踏まえ、西彼農協に発注しております、米、給食米、２,０８０キロ



を６月、７月分けること、残りを西岡屋、中村米穀にお願いすることを説明し納得して

いただきましたということで、これ変更の理由をここで、ちゃんと教育委員会説明して

ますよね。今、西岡議員は、いやそれはあったかどうか分からないというふうなお話で

したけど、ちょっとそこら辺の内容を説明していただきませんか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

変更があったという。もう一度すいませんが、河野議員最後のところもう一度質問を

お願いします。 

○委員長（喜々津英世委員） 

河野委員。 

○委員（河野龍二委員） 

先程からね、変更があったかどうか確認していないと、その影響があったかどうかっ

ていうところで、それで、ずっと変更があったかどうか確認してないというふうな形で

ずっと言われてるんですけど、５月１８日の教育委員会と西岡議員、西岡屋との面談で

はこういうふうにしてましたけども、発注しておりました給食２,０８０キロを６月、

７月に分けること。で残りを西岡屋、中村米穀にお願いすることを説明し、納得してい

ただきましたというふうになってる。変更があってることを説明しとるわけですよね。

先程から、変更があったかどうか分からないと、影響があったかどうか分からないとい

うふうなのは、ちょっとその説明とちょっと食い違うかなというふうに思うんですけど

も、分かりますか、どうですか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

実際、その町教委がおっしゃることと、その発注量が現実問題として変わっているの

かどうかを確認できていないということを申し上げたんです。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

河野委員。 

○委員（河野龍二委員） 

確認できてないということは６月の給食米、残り分は西岡屋、中村米穀店は納入して

ないという形のところが確認できてないというところなんですか。ちょっともう一度、

その確認できてないというところがよく分からないです。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

先程お話の中にあった２,０００、いくらとかいう、その数量の確認ができていない



ということでございます。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

河野委員。 

○委員（河野龍二委員） 

ちょっとこう、よく分からないんですが、その全体の流れからするとですよ。もとも

と６月の給食米を農協に納めてもらうという形になったと。そういう状況の中で西岡屋

が、西岡議員が教育委員会や副町長と、先ほどから言われるその契約の中身を確認して

いったと。実際じゃあ５月１８日の時にこうやって変えますというふうな説明をされて

るわけですたいね。そこは変更がされたっていうのは確認できてるわけですよね。西岡

さんここで、西岡議員も一緒に話を聞いてるんで。数量が確認できてないというのは、

ちょっとどういう意味かよく分からないです。２,０８０キロを６月、７月分けること

は、これ農協がもともと納めようと思ってた２,０８０キロですよね。西岡屋は６月前

は全く納めてないという形なんですかね。数量が確認できてないというのは、ちょっと

そこら辺もよく分からないんですよね。その確認できてないという言葉が。通常、先程

から言うように、西岡さんの、西岡議員の西岡屋との立場というのはちょっとあいまい

だというところなんですけども、お米の先程から出た納める量が減るから困るんだって

いうふうな話をされてるわけですよね。そうするとそこで困るんだって話をされていな

がら、いまだに減って、何て言ったら良いのかな。西岡さんは６月はお米を納め切れて

ないという状況なのかですね。６月分はもう納められたというふうに、聞いて良いのか。

ちょっとその確認が取れてないというのがちょっとよく分からないんで、もう一度その

説明していただけますか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

６月に町教委が何キロ発注をＪＡにかけたのかというのが分からないので、私の方で

は何ともお答えのしようがないということでございます。 

○委員長（喜々津英世委員） 

河野委員。 

○委員（河野龍二委員） 

実数はちょっと分からないかもしれませんけども、一方で西岡議員の説明の中で、こ

こにあるのは、５月１５日勝本教育長から明日教育長室に来られるように、翌１６日来

ましたと。その時に、２,２００キロもＪＡに納品させるようなってると伝えられまし

たというふうに。ここは２,２００キロという数が、出てますよね。ちゃんとした数字

が分からないという意味なんですかね。でもそこはあんまり問題じゃないんじゃないで

すかね。ちょっとちゃんとした数字がどれだけ納められてるか分からないと。やっぱり

もともと６月は西岡屋がお米を納入できなくなると。それが大変だっていうことでこう



いう事例が起きているので、６月のお米がどれくらい納められているか確認できてない

というのは問題じゃないんじゃないですかね。その結局何を言いたいかというと、同僚

議員も言われたように、もともとＪＡに納めるつもりだったのを、６月、７月に分けて

納めてもらう。残りを西岡屋、中村屋に納めてもらうということで、多くの最初の考え

からすると、これやっぱり変えられたわけですよね。こういうをやっぱ行ったのは、西

岡議員だというのがですね、やっぱりそう捉えられざるを得ないんじゃないかなという

ふうに思いますんで、そのお米の数量が確認できてないというのは、私が今説明した中

身のところなんですかね。その実数が農協にどれだけ納められ、農協からどれだけ納め

られるかというのが分からないというところが確認できてないというところで確認させ

てもらって良いんですか。でも後半は、西岡議員がやっぱりこういう話をすることで、

やっぱりその、この納期６月、７月分を西岡屋と中村米穀から納めてもらうという形に

変わったというふうに認識をされてるんじゃないですか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

もう一度、質問をお願いしたいと思います。 

○委員長（喜々津英世委員） 

河野委員。 

○委員（河野龍二委員） 

教育委員会の時も話したんですけども、教育委員会がもともと、やはり、こういうこ

とがなぜ起きたのかと、副町長もなぜこういうふうにそういう話なのかというところの

中で教育委員会の弁明としては学校給食を守ること、町民の皆さんに児童に給食をちゃ

んと提供することっていうことで、教育委員会はお米の納入をＪＡ農協からもして良い

んじゃないかという形で進めていったわけですよね、話を。そこで、出てきたのが、西

岡議員がこういう交渉に入ってきたと。その中で、やはりその元々教育委員会は先程言

いましたように、西岡議員からの要請が無ければ変えることは無かったというふうに、

最後に発言してるんですよね。西岡議員のそういう行為によって。元々町がやろうと思

ってたことをできなくしてしまってる。そこはやっぱり僕はそういうふうに思わざるを

得ないし、さっき聞いたんですけど、結局数量の問題ですね。ＪＡから実数がどれだけ

納められないというところが確認できてないというところなのかですね、実数をつかん

でないというところはですね。それと、６月、７月については西岡屋、中村米穀からも

お米を納めてもらうということで、西岡議員のそういう、こう働きかけの影響がこうい

う行為に結びついたんじゃないかということを、これは同僚議員も聞いてますけど、再

度確認したいというふうに思います。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 



○西岡克之議員 

その中で、最初の部分で、委員会の途中でも申し上げましたが、一般的な取引ではこ

れこれこういうことで、変更いたしますということで文書では話が来るんです。で、あ

なたの所はこういう瑕疵があります。よって、こういうふうな形で他の納品を許可しま

すという。全く今回それが無いものですから、私達は何がどうなのかという話を教育委

員会に尋ねに行きました。その結果、教育委員会が数量の変更をしたということではな

いのかなというふうに理解しております。教育委員会の方からこちらに瑕疵があるとい

うことは１度も聞いたことがございません。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

ちょっと方向性を変えたいんですけれども、圧力っていう言葉が出ましたけども、圧

力はかけられた側が圧力と捉えれば、言った側はどういう言い方しても、圧力って言わ

れた側にあるんですよね。だから私達も物を頼みに行く時には極力気をつけた頼み方と

いいますか。お願いといいますか、しないといけないと思うんですよね。今回は御自身

のいわゆる関係した会社に関することというのがまず一つですね。そこは認識をしとき

たいんですけれども、御自身は経営には、先程から余り関わってないようなお話をされ

ていますが、この本当にそうですか、経営に関わって無いんでしょうか。いかがでしょ

うか。御自身の職場での、西岡屋での立場というのは、先程同僚議員の答弁の中には明

確なのが無かったんですけど、再度お伺いします。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

安藤議員の質問にお答えいたします。経営に関わる、関わらないっていうのはどこま

でで線を引くのかという部分がございますので、例えば、１０キロ動かしただけでも経

営に関わったということもありますし、本人の自覚の問題なので、そこは取る人の判断

という形ではないのかなと思います。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

それともう１点ですね。５月の１２日に副町長に面談に行かれてるんですよね。教育

委員会に行った後、副町長に面談に行かれていると、先程の答弁では確認をしに行った

というふうにおっしゃってました。今回の件で、いわゆる米の問題で、副町長に面会さ

れたのは何回ぐらいありますか、これ１回ですか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 



○西岡克之議員 

１回です。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

再度確認しますけど、このお米の、今回の件、今年度に入ったお米の件で、副町長と

面会されたのは１回でよろしいですか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

１回です。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

御自身が全員協議会で発言された中で、５月１８日の件は御自身の発言の中には無か

ったんですよね、教育委員会の次長の発言の中で、５月１２日ですね。失礼しました。

５月１２日金曜日ですね。これ教育次長の発言の中に５月１２日の件があるんですけど

も、実は西岡議員の発言の中にも、副町長と面会した記録がと発言されているところが

あるんですね、それがいわゆる価格交渉の段階で、ちょっと読み上げますね。これ日に

ちは書いてません。が、玄米仕入れ価格の上昇に伴い、納入単価の見直しを町教育委員

会に申し出たところ認められず、いわゆるお米の価格を上げてほしいと言ったけど教育

委員会に認められず、教育委員会に納入価格を上げるのであれば県経済連の米を長与農

協より納品すると連絡を受け、契約と違う旨の申し入れをいたしました。これ西岡議員

の発言です。交渉の途中、鈴木副町長にも話をし、交渉の中で値上げをするなら自炊校

のどこか一つを農協にする案も出ましたが、値上げはいたしませんと私の方から話し、

両者納得のもと話し合いは終わりました。４月２日、商工会を通して契約をいたしまし

た。これは、先程の５月１２日の前の段階に副町長に面談をしていると。常態的に、い

わゆる教育委員会の管轄でもない副町長に、常態的にこうやってお話を持って行ってる

と。まず、この点について説明いただけますでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

すいません、５月１２日かどうなのか、ちょっと私が書いた皆さんもお持ちの資料で

あると思うんですけども、１回だけです、内容確認に行ったのは。それ今読み上げられ

たそこですね。それ以外は行っておりません。交渉の途中で値上げその、文言のとこで

すね、そこ１回だけ行きました。確認をいたしました。以上です。 



○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。今のは４月、西岡議員は４月２日に契約をしたという、実際は４月３日で

しょうけども、この前に、値上げの交渉の段階で鈴木副町長にもお話をし、そしてそれ

が、私が値上げしませんと私の方から話して、両者納得のもと話し合いは終わりました。

そして４月２日に商工会を通じて契約しました。だから４月２日、３日契約以前に、副

町長と会ったということを議員自身がお話をしておられます。 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

すいません、５月１２日でなくて、私の勘違いでした。その以前に会って、内容の確

認をして、ここに文言に書いてある様なことに、結果になったというふうに理解してま

す。日にちは私の勘違いでした。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

勘違いということ。私は副町長室にそんなに行かないので、年間、何回行くかな。１

回行くかなですので、ちょっとそこは良しとして、最後に質問した教育委員会の管轄で

はない副町長に、この数カ月の間に最低でも２回はお話をしに行っとるわけですよね。

教育委員会は５月の１２日に副町長と西岡議員が面談してっていうことをお話をされて

ます。また後からこれは教育委員会に確認をしてもらいたいと。事実確認ははっきりと

してもらいたいと思うんですけども、そういったことで、常態化っていうかですよ、も

うそこのところは議員も御自身分かると思うんですよね。副町長は教育委員会の業務に

は直接でも間接的にも、特にこの契約とかに関することに関しては直接、直接関わった

ら、本当に私はまずいことだと思うんですけども、副町長に常態化してるんですか、そ

ういった相談に行くっていうのは。西岡議員は１回と、１回しか会ってないとおっしゃ

ってますので、常態化では無くなるんですけども、再度すみません、お願いします。５

月１２日の件は間違いなく、副町長にお会いしてないんでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

すいません、先程、勘違いをしておりました。契約以前の話で一度お会いをしたこと

は事実でございます。５月１２日は多分勘違いじゃないかなっていうふうに私は理解し

ております。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

５月１２日は教育委員会の方からの説明で、５月１２日に西岡議員が来庁され、副町

長と面談され、席上、西岡議員から本年度１年間分の給食米、これ先程も申し上げまし

たけれども、このままでは困るという話が５月１２日にあってる。４月２日の段階では、



金額の問題だけですから、これは基本的には政治倫理条例には反する云々ということで

は無いかもしれんけども、１２日以降のこれについてはですね。先程、議員は数量の変

更は無かったじゃないかと。トータルとすれば農協分は２,０８０キロを６月、７月に

分けて納めるので、農協発注分は無かったかもしれない。トータルとすればね。でも、

そこら辺は要するに、西岡議員が言ったことによって、発注が取り消しがなされ、最終

的にはまた協議の上、６、７月に分けて納めてください。６月分で１,４００キロの３

割程度を農協に、その残りは西岡屋と中村さんで納入してくださいということで、最終

的に了解が取れとるわけですよね。だから、いずれにしても、その政治倫理という部分

では、やはり問題があったと言わざるを得ないんですが、もう１時間たちましたので、

ここで場内の時計で１４時４５分まで休憩をいたします。 

（休憩 １４時３５分～１４時４５分） 

○委員長（喜々津英世委員） 

それでは休憩を閉じて、委員会を再開いたします。 

他にありませんか。 

竹中委員。 

○委員（竹中悟委員） 

私は議事運営の立場からね、一言、委員長にお願いしたいことがあります。委員長は

今、抵触をするという言葉を何回も使われまして、前回からずっと使われておりますが、

今これは調査の段階でありましてね。まだ結局抵触するかどうかというのは最終的に結

論が出ることであって、他の委員会にとってもですね、委員長の発言が非常に重いもん

ですから。委員長というのは、議会運営委員会をされておられますのでね、よくお分か

りだと思うんですけど、皆さんの意見を聞いて、そしてそれを進行すると。最終的に決

を取る時にはもう御存じのとおり、裁決権はありません。そして同一の時に初めて採決

権が生まれるわけですから、その辺は平等にしていただかないと、非常に違和感がある

言葉と思いますので、以後注意をしていただきたい、そのように思います。 

○委員長（喜々津英世委員） 

忠告はありがとうございました。ただ私とすれば、なるべく皆さんに、いろんな意見

を出していただきたいという思いで発言もしたこともありますけれども、以後、注意を

したいと思います。他にありませんか。 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

４、５点質問をさせていただきたいというふうに思うんですが、西岡議員あるいは教

育委員会のですね、６日のその説明をですね。教育委員会の時も申し上げたんですが、

一定、表にまとめて、前後を整合を取るような形でまとめてみたわけです。そういうこ

とで見ますとね、非常に分かりやすくなりますですね、判断が。そういうことを前提に

ですね。ちょっと記載をしておりますので、言葉が聞きにくい点が無いように、書いて



おるのを読んで説明をいたしますので、議事録に残りますから、長与の方言が出ますと、

非常にできませんのでね、そういうことで端的に申し上げたいというふうに思います。

西岡議員はこの給食米の件について、教育委員会との協議では、先程も出ておりました

が、議員としての立場でですね。協議してきたのかですね。あるいはその西岡屋の一員

の立場で協議、協議ですね、圧力じゃなくして協議をされてきたのか。まずあのどちら

でですね、どちらの立場で、協議をされてきたのか、お伺いをしたいと思います。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

一員としての立場で協議をしてまいりました。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

先程言いますように、表にまとめてみますとね。相違点は、教育委員会と西岡議員の

説明の相違点というのは余り見受けられませんでした。４月３日からですね。１８日ま

での間、双方で協議をしですね。教育委員会の話でも双方が納得をした。であることも

納得をしたと。西岡氏が納得をしたと。こういうあの表現で説明をされておられます。

５月１６日農協に２,０８０キロ。これはもう発注済みであったと。いうことが前提に

なってですね、種々協議をされておるようです。西岡さんからはですね。５月１８日の

協議については、６月６日のですね、説明はですね。言及はなかったんです。１８日が

非常に１番大事なですね。教育委員会はかなり詳しく説明をされましたが、西岡さんは

このことについて言及はなかったというふうに思います。１７日には教育長が西岡宅を

尋ねたということがございました。そしたら西岡氏は留守だったということですね。そ

れでその後、教育委員会からの連絡からと思いますけれども、確認ですけども５月１８

日に教育委員会へ出向かれですね。種々協議をされたというふうに思うんですが、協議

をされましたかどうかですね、お尋ねをしたいというふうに思います。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

はい、おっしゃるとおり、５月１７日勝本教育長が訪問されたんですが、私が留守で

おりませんでした。お電話があって、教委の方へ訪問いたしました。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

例えば、その時の話として教育委員会の説明では、農協には２,０８０キロですね、

これは５月１６日に、もう発注をしたということで言われておりました。このことから



派生してですね。この１８日には２，０８０キロを６月と７月に分けるということで。

合わせますと１,４００キロと６８０キロの６月、７月に分けてですね、合わせて２，

０８０キロは変わってないわけです。数量はですね。そういう話し合いをされたという

ふうに思います。それで残りは西岡屋、中村米店にお願いすること。そういうことで、

教育委員会は西岡氏に説明をしたと。そしたらば西岡氏は納得をされたと。こういう表

現をされたんです。間違いないですかね。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

さようでございます。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

教育委員会で別途確認をしましたら、この数字についてはですね、６月、７月に分け

ることについては農協も納得をしましたということを聞いております。これも別として

ですね。したがって、いろいろこう協議には問題がつきまといますよね、だから協議を

するわけですね。したがって、三者が合意をしたということはですね、非常に良かった

んじゃないかというふうに私は考えております。それで今度違った視点で質問いたしま

すが、給食米の契約はですね。もう１回確認ですが、だれとだれの契約かといいますと、

教育委員会と商工会。これが一つ。それから商工会と西岡吉子さんとのことであったと

いうことをですね、聞かされまして、１番冒頭でもですね、おかしいんじゃないかと私

質問したんですが、なぜ、そのような契約になったのか。もう１回、西岡氏にお尋ねを

したいと思います。 

○委員長（喜々津英世委員） 

商工会との契約がなぜ、行われたかということについての説明ですね。 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

商工会との契約は、我々は中村米屋と私どもが、皆さんもお持ちと思います、平成１

８年より地元の業者の保護育成の観点から、当時の長与町商工会長池原氏と同事務局長

福田氏同席のもと、地場の零細業者保護育成の観点から、長与町教育委員会と長与町商

工会が契約を交わし、地元で精米販売業を生業とする中村米穀店並びに西岡屋名義人西

岡吉子が商工会と契約したということで、私はそういうふうに聞いております。契約す

る場合に直接契約できなかったので、そのできないという経緯は私も存じ上げておりま

せんが、そのかわり商工会と私どもで、また別に契約をしたという形でございます。随

意契約方式で納品を現在まで行ってまいります。これは当時、今も行っておりますが、

地元の衣料品業者で衣料品部会を作り、町内の中学校の制服販売を分け合う町内零細業



者の保護育成の考えに基づいたものでありましたっていう流れと同じでございます。以

上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

西岡議員は、この前の話、説明の中で平成１９年に議員になった後に議会事務局長に

ですね、当時の議会事務局長に尋ねたということを言われておられました。そうします

とね。なぜ尋ねたのかなと。こういうことをあえて私こう、これは推測をしましたけど

もね。地方自治法の９２条の２項に議員の兼業禁止というのがございますですね。これ

を意識をしてのことではなかったのかなということを感じたんですね。なぜそれじゃそ

の議会事務局の事務局長にそういうことをこの契約について、尋ねないかんだったのか

ですね、その辺りから考えますと、そういうことが推測をされるわけですね。これは推

測ですよ。そういうことで私は推測されると思いますけれども、そういうこととは全く

無縁なんですか。関係があるんでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

今の岩永議員の御質問にお答えいたします。岩永議員がおっしゃられるように、議員

になる以前から納品を行っておりました。その後、議員にさせていただいたのですが、

有らぬ推測をかけられるよりも、当時は上がらないと分からないわけですから、無投票

でも何でもないので、上がった時に果たしてこういう立場ですが、もちろん、西岡吉子

の経営っていうことも申し上げておりました。大丈夫なんでしょうかっていうことで、

いわゆる身の潔白を張らす意味も込めて、当時の議会事務局長に、議会事務局にお話を

いたしました。問題なしという回答をいただきましたので、現在に至っております。以

上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

もう１点は同じことなんですけども、先程こう、お聞きをいたしましたですね、教育

委員会とこの商工会ですね。商工会と西岡屋の契約。これがですね。零細企業の業者の

育成だということで言われましたけれども、そうしなければならない理由は無いのじゃ

ないかと。商工会は米は１粒ですら持たないわけですね。無いわけでしょ。それで教育

委員会にも言ったんですが、なぜ教育委員会と商工会が契約をせないかんのかというこ

とを言ったわけなんですけども、同じことを申し上げておるんですが、これが順当なで

すね。零細企業の育成を図るためにはですね、こういうことをせないかんということを、

いまだに西岡議員は思っておられますか。これおかしいなというふうに今、思われるの



かですね。見解をお聞かせをいただきたいと思います。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

当初ですね、今申し上げたとおり、長与町学生衣料部会規約っていうのがございまし

て、これが本部会の図とか名称がございます。本部会の事務局を長与町商工会内に置く

っていうので。恐らく当時はこれに倣って、商工会の方もしたのかなというふうに推測

をいたします。現在となりましては、もちろん、入札っていう形もありますが、学校給

食法というのがございます。その中で、安心安全という言葉を給食法の中でたくさん謳

っております。安心で安全なお米を子供たちに届けると。まずそこが担保されなければ、

私はいけないというふうに思います。それが、担保された上で、きちんと手順を踏んだ

上での納入方法を取らなければならないのではないかなっていうふうに感じております。 

○委員長（喜々津英世委員） 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

現在に至っては本人にしても、やっぱり考えてみる、考えを変えていく必要があるん

じゃないかなというふうに思います。検討をすべきじゃないかというふうに思うんです

が、先程からちょっと出ておりましたけれども、５月１２日に副町長と会っておられま

すけれども、副町長は説明では、議員だからということで対応したわけではありません

ということをはっきり言われております。したがって、もう１回尋ねますけれども、議

員はですね。議員の意識で副町長に会ったんですよね。そして何をしに行ったんですか。

何をしに行ったかですね。その点をもう１回、お尋ねをしたいと思います。これは、議

員も御存じだろうと思いますけども、私の経験上からもよく分かっておるんですが、町

の総合調整権というのが自治法の１８０条の４項にあるわけです。町長の総合調整権で

すね、庁内全部のいろんなものの総合調整権は町長にあります。しかし、これは教育委

員会の権限になる内容については、その立ち入ったり、干渉してはだめなんですよ。だ

めですね。したがって、例えば副町長が、町長に代わって発言をしましたよということ

を言ったにしてもですね。町長に対する総合調整権でいろんなことを、発言を教育委員

会の、例えば組織とか、職員の人員の配置とかですね。そういう２、３点以外はだめな

んですよ。町長であっても。だからそういうことをやっぱりよく知って、相談に行かれ

たんじゃないかなというふうには推測するんですが、行っても一緒なんですね。行った

ら、逆に問われますからね。副町長が問われますから、だから法律違反になりますから

ね。そういうこともやっぱり考えて行動をするべきじゃなかったのかなというふうに思

いますが、今、お尋ねしました議員の意識で行かれたのか、何をしに行ったのかですね。

お尋ねをしたいと思います。最後に、お願いしたいと思います。 

○委員長（喜々津英世委員） 



西岡議員。 

○西岡克之議員 

お答えいたします。この給食米というのは単に安ければ良いとか、そういうものでは

ございません。今、岩永議員もおっしゃったように総合的なものがございまして、まず

安心安全というのが第一義でございます。それを担保された上で、いわゆる異物が混入

しない、子供たちが食べる安全な物だと口に入れる物だから安全な物だと。そういうの

を担保された上で、次に来るのが単価の問題でございます。そういう安全性が担保され

た上で単価を論ずるのであれば、それはそれなりの論じ方があろうというふうに推測を

いたします。その部分において、お話をし、なおかつ、取引の疑義を話し、確認ってい

う形で行かしていただきました。以上でございます。 

○委員長（喜々津英世委員） 

金子委員。 

○委員（金子恵委員） 

私も幾つか。先程、商工会の衣料品部会ということがちょっと出ましたので、ちょっ

とそこで確認をさせていただきたいんですが、地場零細企業の育成ということで衣料品

部会のそういうことに基づいて西岡さんの米納入の件も行われたというふうに理解をさ

れているということでしたけれども、この衣料品部会っていうのは、実際、町内の３件

の衣料品関係の所で、今でも行っているかというふうに思うんですね。嬉里に２件、高

田に１件。この３件で行ってるんですけれども、片や１０着しか売らなくても、片や１

００着売っても、この３件が売った分を合計した分を分配するという形がこの衣料品部

会だというふうに理解をしておりますし、西岡議員も筆頭理事をされてるので、その内

容的なものっていうのは十分御理解されてるかと思うんですね。それに基づくというこ

とは中村米店と西岡屋、この２件で納入をしているということですけれども、その分配

というのはこの衣料品部会と同じ、同等ということであれば、そういうふうな、お金を

いただいてる部分はそういうふうな分け方をしているということになるんでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

金子議員はよく中身のことまで御存じで、さすがすごいなというふうに思いますが、

中の分配の云々に関しては存じ上げておりませんでして、今聞いて初めて理解をした次

第でございます。要は業者を取りまとめて、窓口を一つにするという意味で申し上げた

のでございます。以上でございます。 

○委員長（喜々津英世委員） 

金子委員。 

○委員（金子恵委員） 

では、今の部分は了解しました。同じ商工会関係っていうか、その中村米店に関して



ちょっとお聞きしたいんですけれども、１,４００キロを２件でということで、米の納

入を決めていらっしゃいますけれども、その割合的なものというのはどういうふうにな

ってるんでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

他の米屋のことなので、私が発言するのはどうなのかっていうふうに思います。ただ、

先程、申し上げたように、安心安全がまず担保されなければなりません。給食に納品す

るのは。昨今、異物の混入であるとかアレルギーであるとか、エピペンの常備の問題と

かございます。安心安全がまず担保されなければいけません。そういう意味で、それを

担保できる設備が必要になります。この設備っていうのが、納入能力の差ではないかな

っていうふうに私は理解をしております。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

最後に１点お聞きしますけれども、西岡議員は最初、５月の２日に行かれた時に、ど

うして西岡屋の代表である西岡吉子さんがその点抗議に行かなかったのか、その辺りを

教えてください。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

おまえが行ってこいっていう形でお聞きをしました。以上です。 

○委員（安部都委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

おまえが行ってこいっていうことは自分は交渉はできないかもしれないから、あなた

が議員であるから、交渉をうまくして来なさいよっていうことですか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

それは全く違います。最初に冒頭に申し上げましたように、西岡克之個人で伺った次

第でございます。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

それでは個人で伺ったということですけれども、このように、全てのこれまでのこう



いう何らかの交渉、商工会議所との交渉、いろんな交渉は御本人が介入されてるという

ことでよろしいんでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

はい。私及び息子でございます。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

それでは、名義上は西岡吉子さんが代表でありますけれども、全てのその他、じゃあ

西岡さんも何らかの形でそういうふうに交渉などは行ってるというふうに認識をいたし

ます。そしてまた、それでは西岡議員は最後に、教育委員会はその電話でいろんなやり

取りを全て変更に対してもやってきたということなんですが、やはりそこはもう不服に

思って、やっぱりその書面での何らかの通達を欲しかったということでよろしいわけで

すね。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

最初の部分で名義だけかっていう、お問い合わせの趣旨のように取れますが、交渉の

報告は逐次いたしております。西岡吉子に。御理解いただきたいと思います。電話で不

服ということでございません。電話でするべきことじゃないだろうと、普通文書を交わ

します。こういう大事な問題は。文書が１通も来ずに電話口でする内容では無いんでは

ないかっていうふうに感じただけでございます。以上でございます。 

○委員長（喜々津英世委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

それでは、教育委員会との交渉の中で、どうして電話でされたのか、文書でどうして

行わなかったかっていうような発言が、ここの中で見えないんですが、そのような事は

言われたんでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

それはいずれ発言する機会があると思って言ってませんでした。今日ここの場で初め

て発言をいたしました。常識的に考えて文書でするべきであろうというふうに理解をし

ております。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 



安部委員。 

○委員（安部都委員） 

了解しました。それでは、西岡議員は自分の方には一切、先程西岡議員の答弁では教

育委員会からの自分の方に瑕疵は一切無かったと聞いているということの発言をされま

したが、御自身としては瑕疵も無いと。一切不手際、一切全て自分の方には無いという

ふうに認識をされてるということでよろしいんでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

瑕疵っていうのはどういうことについてですか。お尋ねいたします。 

○委員長（喜々津英世委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

西岡議員が先程、自分の方には一切瑕疵が無かったと聞いているということについて

です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

取引上のことでございますか。さようでございます。 

○委員長（喜々津英世委員） 

他にありませんか。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

先程からですね、経営について、経営の関わりについて同僚議員から何件か、何人か

から質問が出されてるんですが、やっぱり私もここがどうしても気になって、経営にど

こまでタッチしてるかっていうのは一概に言えないというふうに、御認識もされました

が、これがですよ。やはり、西岡屋全体の運営、経営に関わって、やはり西岡さん御自

身も一部ですね、一部ぐらいはやはり、経営に関わってるよなというふうな認識がある

かどうかですね、ここはいかがでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

小さい、小規模零細企業でございます。セクションが明らかっていうわけではござい

ません。それこそ家内制手工業とかいう言葉もございますように、家族全員が一つのも

のに関わっていくっていうことでございますので、そういう観点から考えれば、全員が

経営に関わっているというふうに考えてよろしいかと思います。以上です。 



○委員長（喜々津英世委員） 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

今の御説明ですと経営の一端に関わっているということが、お認めになったというふ

うに思うんですが、そこでですよ。商工会法、ちょっと資料でですね、私も、見てみた

んですけれども、商工会の会員っていうのが、商工業者でなければならないというふう

になっているようです。そして、特に今、西岡さん、理事もなさっているということで、

商工会の役員は会員でなければならないということを考えますと、商工会の理事をされ

ているということは、商工業者の経営に関わっていると。ちょっとここはまた再確認に

なろうかと思いますけど、そういうふうな理解でよろしいでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

私も法律のことは詳しく知りません。発言について自信が持てませんが、理事の、こ

れは聞いた話によれば、理事というのは、定数の中の何名かは従業員でも構わないんで

す。そういう法律があるらしいです。経営者じゃなくても理事にはなれるっていうこと

でございます。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

前回の全員協議会の中で御発言をされた点で、ほぼ、教育委員会委員から聞き取った

内容とほぼ符合するかなというふうな同僚議員の話もありましたが、若干ですね、確認

をさせていただきたいなと思うのが、西岡議員が発言された中で、５月２日の日に教育

委員会から給食強化月間、これは６月含めて年３回やるけどもっていうようなくだりが

あるんですが、この時に、西岡議員が５月２日とおっしゃったんですが、これと同じ連

絡を教育委員会がしたのが、教育委員会が言うには５月１日なんだと。ちょっとここ細

かなことですが、ちょっと、確認をまずさせてもらいたいと思います。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

失礼ですが、そこは詳しく覚えておりません。 

○委員長（喜々津英世委員） 

堤議員。 

○委員（堤理志委員） 

今の部分はですね、恐らく１日なので、いちいち日誌をつけてるわけじゃないので、

そういう食い違いがあろうかと思うんですよ。そこは分かりました。その発言の中で、



西岡議員が発言した中で、教育委員会からじげもん経由で長与町産米を入れるという連

絡があったということですが、そこは間違いないかどうかですね。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

はい、間違いございません。 

○委員長（喜々津英世委員） 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

ちょっとそこが、実は、教育委員会からの聞き取りの中では、教育委員会から西岡屋

に電話があって、じげもんとＪＡから納入すると連絡をしたそうなんですね。なぜＪＡ

とじげもんなのかといいますと、教育委員会の説明によりますと、じげもんからは長与

産。ＪＡ長崎せいひからは西彼地区産というふうに考えてですね、あったということな

んですが、西岡議員の説明だったら、教育委員会から長与町産米オンリーだというふう

に聞いたということなんで、ここはちょっと教育委員会の言い分と、西岡議員がおっし

ゃる部分と食い違うのですが、ここはちょっと確認を再度お願いします。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

じげもんを通して長与町の地場産のお米を使いますということで聞きました。 

○委員長（喜々津英世委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

私、商業の方には詳しくないもので教えていただきたいんですけれども、代表者って

いうのは簡単に変えられるもんなんですかね。西岡議員が代表を退く、当初は西岡議員

が代表だったと思うんですね。ホームページ上にもそのように表示がされてました。で

すので、それがホームページが先日、どなたか議員が言ってたのですが、代表者名が変

わってたとおっしゃるんで、簡単に変えられるもんなのか。また実際にホームページの

更新がされてなかったという理解もできるんですけども、実際に代表が変わったのはい

つだったのかというのを教えてください。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

その件につきましては、ホームページは他の民間の交渉事をする時に逐次更新をして

持って行っておりますので、西岡屋の代表は操業後、父が２０数年前に亡くなってから

ずっと現在まで、西岡吉子でございます。 



○委員長（喜々津英世委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

西岡議員がその代表者かどうかっていうのはさほど問題ではないんですが、ただ役場

としてはそういった認識があったのか。私も実はそう思ってたんですよね。そしてもう

一つなんですけども、私これ西岡議員のホームページをちょっと調べさせていただいて、

これは議員のホームページですね。実はこれ多分、作成年月日がはっきり分からないん

ですけれども、多分２０１４年じゃないかなと、他の書き込みをいろいろ見てると思う

んですよね。これ実は公明党のホームページからリンクされて飛ぶようになったページ、

西岡議員がつくったページなんですね。作りましたって、御自身で入れてましたので。

その中には、西岡屋代表で書かれてるんですよね。御自身プロフィール欄に。あともう

１点、飲食店を経営されてると思うんですけど、その飲食店の代表とも記載をされてま

す。そして、実はこれ、もうちょっと記載内容を紹介すると、西岡屋代表、飲食店代表。

飲食店名が書かれてるんですけど、平成１９年に長与町議会初当選。平成２３年長与町

議会２期目当選ということ、これ２期目当選以降につくられたホームページということ

になるんですけれども、今の御説明と若干食い違う部分が多いのかな。そのお店のホー

ムページは先程の説明で理解できたんですけども、公式ないわゆる議員のホームページ

でこういったことが記載されているということは、やっぱり公式というか、リンクが貼

られてるわけですので、多分御自身が作られたホームページなんですよ。違うんですか

ね。これ、多分研修会か何かでお作りになってるんじゃないんですかね。そういった説

明でも良いですので、いただけますでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

作ったのは息子たちが作ったもので、勝手に作ったっていうか、その記載内容につい

ては党で書いてるのは間違いでございます。居酒屋の方、飲食店の方は確かに代表では

ございます。それは平成何年かな。今、作った日を覚えておりません。ホームページは

間違いでございますので、書き換えたいというふうに思います。以上でございます。 

○委員長（喜々津英世委員） 

他にありませんか。 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員） 

事務局に尋ねますけども、６月６日ですかね、初めての全協の時に文書を配付されて

この問題を取り上げていくごとなったですけど。この文書に記載、記入等々に事務局は

どれだけ関与して作ったのか、全然してないのか、ちょっとそこのところ、お尋ねしま

す。 



○委員長（喜々津英世委員） 

富永議事課長。 

○監査事務局長兼議事課長（富永正彦君） 

そのペーパーにつきましては委員長の方で資料として配付をされたものでございます。 

○委員長（喜々津英世委員） 

他にありませんか。 

河野委員。 

○委員（河野龍二委員） 

基本的なところでお伺いします。これもう、前の所で西岡議員にも質問があったと思

うんですけども、学校給食物資売買契約書ですね、ありますよね。この契約の中身が結

局、全体の年間数量を納入する契約ではないと。１０キロ当たり、この２９年度の契約

に基づくと１０キロ当たり３,０９０円で納入するという契約内容だということは、西

岡議員も当然理解をされてるということで、確認させていただいていいでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

これは当事者が長与町教育委員会と西彼杵商工会という分になっておりますので、私

がお答えすべきでは無いのではないかなっていうふうに思います。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

河野委員。 

○委員（河野龍二委員） 

契約の甲乙は町教育委員会と商工会というふうになってますけど、実際、お米を納め

るのは西岡屋と中村米穀という意味では契約そのものの中身を理解しとかないと、ちょ

っとそういうふうな齟齬が生じるといいますかね。当然この契約の中身で契約しました

というのが、商工会からなり来るんではないんですかね。その辺はいかがでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

すいません。西彼杵商工会会長の山崎春雄さんの名前で、我々と、私どもと商工会が

また別に念書は交わしますね。そこでその確認をしますので、中身についての私の言及

は避けさせていただきたいというふうに思います。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

河野委員。 

○西岡克之議員 

そうするとその念書の内容をちょっと教えていただきたいというふうに思うんですけ

ども、今説明できますかね。 



○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

念書で、私たちは以下の内容を遵守することを本書面をもってお約束いたします。長

与町教育委員会から提示された学校給食用精米及び麦の納入条件に係る下記内容に、す

みません、ちょっと読めません。無きを期すること１０キロについて、納入について、

配送時間について、産地について、価格について、ここでちょっとおかしいのが価格は

長崎県給食会の価格に準ずることっていうのが書いてございます。品質衛生について、

連絡体制について、その他の事項としてという文言がずっと並んでおります。 

○委員長（喜々津英世委員） 

河野委員。 

○委員（河野龍二委員） 

この中でも年間数量が幾らだっていうのは、特に決めてはないわけですたいね。念書

の中でもですね、契約書の中身は、当然、年間数量が幾らというのは無いということ、

これ教育委員会はそういうふうに言われて、そういう契約だから、ＪＡ農協からも給食

米を入れる、認可をして、認可と言うか指定と言いましたかね。ちょっとそこ言葉は、

ちょっと覚えてないんで申し訳ないですけども、そういうふうにされたということなん

ですけども、それは当然、西岡議員はそういう行為があってもしかるべきだというふう

に判断できる内容ですか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

察しますに、年間購入数量というのはその時々の児童数によって違ってくると思いま

す。決め難いのではないかなっていうふうに推測をいたします。それと、各休みの期間、

例えば、夏休み、冬休み、春休み等ございます時に返品が来ます。子供達においしいお

米を食べさせるために在庫があったらいかんのでその時の在庫を現場の方から、これは

教育委員会が知ってるかどうかは知りませんが、返品が来ます。それを受け入れます。

また、学期の初めの時に、また納品をいたします。もう御存じのように夏の暑い時に給

食米を置いてると劣化しますね。虫がつきます。安心安全じゃないので、新たな精米の

米を、安心安全のお米を学期が始まった時に納品をいたします。そういうことで、年間

の購入数量っていうのは決め難いというのが現状ではないかというふうに思われます。

以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

河野委員。 

○委員（河野龍二委員） 

売買契約の中身でそういうふうなところっていうのはですね、ちょっと理解をしまし



た。納入について非常に努力、大変な努力をされてるということも理解しましたが、こ

の契約書のそもそもが年間数量を、そういう意味では年間数量の契約がなかなかできな

いと、いろんなこう、いろんな条件があってという形で、だから年間数量契約するもの

ではないと、１０キロを幾ら単価で納めてくださいという契約だということなんで、別

のいわゆるＪＡがその米を納入する指定業者になっても、これはおかしくないというふ

うな判断をされてますかね。そこはいかがでしょうか。というのも、なかなかやはりこ

の、西岡議員はいきなり６月からこういうふうに教育委員会が変えると言ったと、やっ

ぱりそこにちょっと驚いて協議をしたというふうな話ですけども、そもそも契約が齟齬

が無ければ、契約そのものにね、齟齬がなければそういう契約も成り立つんではないか

というふうに思ってですよ。そういう契約というのは、やっぱり成り立つと思ってるの

か、いや、これ契約上違反してると思ってらっしゃるのかですね、その辺を確認したい

というふうに思います。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

慣例で今まで行われてきたことでございます。法的に云々ということは申し上げませ

ん。可能性の云々ということも申し上げません。ただ慣例で今まで持ってきたことが何

か瑕疵があって、今回のような形になったのであれば、それはそれで理解をいたします。

何も瑕疵がない時に、いきなり電話１本でそういう話を聞いたのはいかがなものかなっ

ていうふうに思います。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

河野委員。 

○委員（河野龍二委員） 

確かに教育委員会の西岡屋に対するこの連絡の取り方というのは、少しその疑問があ

るというか、問題があったのかなっていうふうに思うんですけど。教育委員会は西岡議

員が３月議会で質問された地場産業ですね、給食の地場産業で納入してはどうかと、利

用してはどうかという形のそういう意見をとらまえて、６月はＪＡから、じげもんから

取りましょうというふうな話をされた。瑕疵じゃなくて、こういう方法も良いんじゃな

いですかっていうふうな提案だったんですよね。それが困るだとかっていうふうなとこ

ろが契約の確認だったというふうな話ですけども、そこはそこでそういう瑕疵じゃなく

て、こういう方法もやりますというふうな提案じゃなかったのかなというふうに思うん

ですね。それを受け入れられなかったんでしょうかね。お尋ねします。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

３月の一般質問の事は、私は町内の地場産の、議事録起こしてもらえば分かると思い



ます。米を使えとか一言も言っておりません。野菜農家のじげもんに来る人たちの安全

性が確保できたらそういう形もあるんではないかと、またそこのイオンができたので、

野菜農家の、別のイオンでもやっておりますので、そういう形も努力しては良いんでは

ないかというふうに産業振興課に尋ねました。それは事実でございます。先程申し上げ

たように、安心安全の担保ができれば、それと手順を踏んで学校給食法に則って、手順

を踏んできちんとやられたのであれば、それはそれで良いんではないかなというふうに

思いますが、私どもに来るのに電話１本でするのは余りにも乱暴ではないでしょうかと

いう話で、論点で言ったんでございます。普通は文書で、これこれこういうことでこう

いうふうなことに変更になりますっていうのは、常識ですよね。それがなされてなかっ

たっていうのが一つの瑕疵、私どもじゃ無いですね。ちょっと、ということではないか

なというふうに思います。 

○委員長（喜々津英世委員） 

河野委員。 

○委員（河野龍二委員） 

質問になるかどうかですけど、それについては、一旦西岡議員も了承してるんですよ

ね、教育委員会の説明ですと。その後５月２日にですね、そういうふうに教育委員会が

３月議会で西岡議員がされた一般質問に沿って、こういう方向でやりたいと思いますと

いうことで、そういう状況ならということで了解をしてるんですけども、それ以後、そ

の状況の変化が生まれてるんですよね、これはなぜですかね。お尋ねしたいと思います。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

それは私に聞かれても分かりません。当初、この特別委員会で言われたように、地場

産のじげもんですか、経営の地場産の物を使うというのに、それで納得をしておりまし

た。私、その時に異物混入がないように御注意くださいねっていうことを次長にも申し

上げました。確か、木須課長補佐もその場に居たんじゃないかなと、よく覚えておりま

せん。日にちもよく覚えてないんですが、ただ帯田次長はそういうことは余り理解でき

ないですね、私は理解できないですねという話をされたんじゃないかなというふうに思

いますが、その時は。すいません、話を元に戻します。じげもんの地場産のお米を使う

ということで了承しましたが、実際に納入がされたのはＪＡ長崎せいひの愛野で作られ

た米だったということで、約束が違うんじゃないですかっていう話は申し上げました。

以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

良いですか。 

饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員） 



西岡議員に議員としてお伺いします。６月１日に新聞報道があったかっていうふうに

思います。その新聞報道を見られて、議員としてどのように捉えられましたか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

議員としてではなくて、私はこの中に、上の段のこちらは被害者だ。町教委は説明不

足でＪＡ側に発注したのは疑問と。今、河野議員の御質問に答弁をさせた部分です。議

員だから大上段に振りかざしたわけではないという新聞記事ではこう載っております。

以上でございます。 

○委員長（喜々津英世委員） 

饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員） 

私はお伺いしたいのは、議員としてこの記事を見てどう感じたか。なぜそう聞いたか

というと、私はこれを見て政治倫理条例をすぐ思い浮かべたわけです。だから、それで

政治倫理条例を思われたのかどうかを確認したかったので、お聞きしました。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

政治倫理では３条の３、４の所に当たるのかどうかっていうのが視点でございますの

で、私はそれは当たらないというふうに理解をしております。 

○委員長（喜々津英世委員） 

饗庭委員。 

○委員（饗庭敦子委員） 

この中で、勝本教育長の分で町議の影響が無かったといえばウソになるっていうのを、

こないだの教育委員会が来られた時に、確認した時に、教育長は確かにおっしゃらなか

ったと。しかしながら、そこに一緒におられた方の、教育委員会の中の方がおっしゃっ

たということなんです。そうすると、それはやっぱり圧力があったというふうに受け手

側はやっぱり捉えてるんじゃないかというふうに思うんです。それからいくと、やはり

倫理条例に抵触するのではないかというふうに思うんですけれども、その辺りはいかが

ですか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

私は全くそういう覚えはございません。 

○委員長（喜々津英世委員） 

饗庭委員。 



○委員（饗庭敦子委員） 

そうなると、最初に戻って恐縮なんですけれども、政治倫理条例をどう捉えているか

というところになろうかというふうに思うんです。だから、今回の行為は当たってない

というふうに捉えてるのか、日頃から政治倫理条例っていうもので注意して皆さん、こ

ういろんな形で相談をされてると思うんですけれども、先程副町長には、この中の話で

いくと２回行ったっていう事なんですけれども、他の事でもう何かいろんな話の中で若

干こう圧力に近いものがあったのではないかと思いますが、その辺りはいかがですか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

圧力は一切かけておりません。 

○委員長（喜々津英世委員） 

実態把握ですから。他にありませんか。 

質問をしたいので、委員長を交代します。 

○委員（金子恵委員） 

質問はありませんか。 

喜々津委員。 

○委員長（喜々津英世委員） 

先程からちょっと商工会の問題が出てまいりましたので、お尋ねをいたしますけれど

も、西岡屋と一緒に給食米の納品をしておる中村米穀店。これは先般の教育委員会の調

査の中で２７年、２８年は全く納品をしてない。その間は西岡屋が単独納入だったとい

うことだろうと思うんですよね。納品をしてないということ。そうしますと議員の６日

の説明の中でも中村米穀店は様々な理由があって、もう納品をしていなかった。お店も

閉店をしておったと。そういう話が西岡議員からも補足をされたわけですね。そうしま

すと、これは教育委員会にも申し上げたんですが、契約をしとったけども、全く納品も

しない。納品をしない理由があったろうと思うんですが、そういった業者が、なぜまた

今度、２９年の給食米の納入に参入できたか。これは西岡議員の説明の中でも、はっき

りその事は謳われておりますけれども、まず、なぜそういう２年間も納品をしていなか

った。閉店をしていた。開店をされたので誘って、商工会で契約をしたという趣旨の説

明をされておりますけれども、私の感じでは、この政治倫理条例の３条の倫理基準。こ

れの３号ですか。町の請負契約云々というのがありますが、これは給食会計は私会計と

いうことですので、基本的には教育長との契約ですから強くは言えませんけれども、い

わゆるこの特定の業者を紹介したり、推薦をしたりとこういったものには明確に抵触を

すると。そしてまた、妨害、排除。ただしこれはもう、３号の問題は私会計ということ

でやめますけれども、なぜこういう業者を入れてまで契約をしなければならなかったの

かということについて、説明をお願いします。 



○委員（金子恵委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

冒頭誘って契約をしたというふうにおっしゃいましたが、それは間違いでございます。

私は現状を商工会に報告をいたしました。商工会の方から中村さんにアプローチがかか

ったというふうに聞いております。誘ってはおりません。開店をしてるみたいですよと

いう話を商工会にして、商工会から話しましょうという形になった模様でございます。 

○委員（金子恵委員） 

喜々津委員。 

○委員長（喜々津英世委員） 

ちょっとこの前説明されたものを読んでみますと、当初一緒に納品業務を行っていた

中村米穀店は様々な理由があり、納品ができずにおりました。途中閉店もされておりま

した。再び開店されたので、商工会を通じて納品業務の話をすると、ぜひ前のように納

品させてくださいという返事を聞いたので、教育委員会に報告をした。若干違うんです

ね。誘うと私は言いましたけれども、それはここにはありませんけれども、基本的に、

中村米穀店にそういう話を持って行かれて、ぜひさせてくださいということは返事をも

らったわけですよね。そして、教育委員会に報告をしたと。これとの関連はどういうふ

うに捉えておられますか。 

○委員（金子恵委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

書いてございますように、再び開店されていたので、商工会を通じてっていうのは商

工会に行っていただいたということなんです。納品業務の話をすると、商工会が行った

ということなんです。商工会にぜひ前のように納品をさせてくださいというような返事

を聞いたということでございます。 

○委員（金子恵委員） 

喜々津議員。 

○委員長（喜々津英世委員） 

私はこれを素直に読むと、商工会を通じて納品業務をしたいのでということですよ。

商工会から中村米穀店に話があったんですか。もう一遍、確認をしておきます。 

○委員（金子恵委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

商工会の職員が行ってこういう話がありますよっていうことで話をされたら、ぜひさ

せてくださいということで言ったそうでございます。 

○委員（金子恵委員） 



喜々津議員。 

○委員長（喜々津英世委員） 

それはそれとして承っておきたいと思いますけれども、先程念書の話がされましたね。

中身が書きとめきれませんでしたけれども、基本的にこれは商工会に対して会員業者が、

差し入れ方式の念書だと。３者契約ですか。２社で商工会に対してこういうことを守っ

て納品をしますということだったんですか。それを明確にしていただきたいと思います。 

○委員（金子恵委員） 

西岡委員。 

○西岡克之議員 

ちょっと、喜々津委員の言われてるのが飲み込めてないんですけども、納品をするに

当たって、我々はこういうことを守りますよということで差し入れた文書でございます。 

○委員（金子恵委員） 

喜々津委員。 

○委員長（喜々津英世委員） 

多分差し入れ方式の念書だと思います。通常、商工会にこういうことを、約束を守り

ますよということで差し入れる訳ですので、その方式だと思うんですが、商工会はこの

中村米穀店は２年間も納品をしてなかったとか、あるいは様々な理由があって閉店まで

していた。こういった事実を知っておって、商工会が、職員が中村米穀店に行ったと。

取引をしませんかと言ったという説明でありましたけれども、これは間違いないですか。 

○委員（金子恵委員） 

西岡委員。 

○西岡克之議員 

冒頭に。すいません。私、差し入れ方式っていうのがよく理解できておりませんので、

すいません。その辺に関しての御返答っていうか、理解はまだよくできておりません。

ただ、我々は、商工会とこういう契約をまた、念書で結んで納品をしますよっていう事

実でございます。その差し入れ方式が示す言葉の意味というのが、すいません、よく理

解できておりません。今、お話があったように、今、喜々津委員長が言われるようなこ

とで新たに納品が始まったというふうに理解しております。 

○委員（金子恵委員） 

喜々津委員。 

○委員長（喜々津英世委員） 

ちょっと商工会の話はもうこれで終わりたいと思いますが。先程から、議員の説明の

中でも、議員としてではなくて個人として行ったんだと。そういう話を何回もされまし

た。また、同僚議員の質問の中でもその確認がありました。私は個人とか議員とかじゃ

なくて、もう西岡議員が行かれたこと自体がこれに抵触する行為であると。倫理条例の

４号とか、４号ですか。あるいは１号の問題にしてもそうですけれども、そうしますと、



ここで確認をしておきたいのは、６月６日の全員協議会の中で、西岡議員は皆様に御心

配、御迷惑をおかけしたことを遺憾に思っているというふうに言われましたけれども、

この遺憾に思っているという意味を、ちょっと説明をしていただきたいと思います。 

○委員（金子恵委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

結果はどうあれ、それを今、審議をされている、調査研究をされてるというふうに思

います。結果はどうあれ、こういう形で皆さんに手を煩わすということに対しての遺憾

に思うということでございます。 

○委員（金子恵委員） 

喜々津委員。 

○委員長（喜々津英世委員） 

遺憾に思うという表現の仕方、よく使われますけれども、辞書を引いてみると相手方

のやったことを批判する。これにも遺憾ということを使われます。そして、今度は自分

側には釈明です。お詫びでは無いんですね。先程からずっと聞いておると、政治理念に

抵触する行為はしてない。直接、そういう発言はありませんけれども、個人として行っ

た云々ということ等でですね。あるいは教育委員会のやり方がまずいとか、いわゆる教

育委員会のやり方に対して遺憾に思うと。そして、御自分の事に対してはどういうふう

に思われますか。 

○委員（金子恵委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

すいません、語学力が無いもので、遺憾の本当の意味がよく分からずに使っていた部

分も有ったやもしれませんが、自分に対しては釈明、相手に対してお詫びですかね。と

いうよりも今回は、根本的に内容の確認をまずしなければならないという思いでござい

ますので、それに行ったのは西岡克之として行かしていただきました。それによって、

云々ということではなくて、とにかくあの西岡克之個人で内容の確認に行ったというこ

とが第一義でございます。以上です。 

○委員（金子恵委員） 

喜々津委員。 

○委員長（喜々津英世委員） 

これで最後にしたいと思いますけれども、政治倫理条例の第３条の第２項。これに議

員は政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれた時は、自ら疑惑の解明に当たると

ともに、その責任を明らかにしなければならないということが、この第２項で謳われて

おるわけですね。それで、先程来からずっと説明を聞いておりますと、私はどちらかと

いうと、ここに対して議員の謙虚な気持ちが答弁の中には無いんじゃなかろうかな。そ



うしますと、大変こう、失礼な言い方かもしれませんけれども、この責任を明らかにす

べきではないかとそういうふうに思います。これについては、どういうふうにお考えか

伺います。 

○委員（金子恵委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

まだよく、この文言が飲み込めていないので、何とも答弁のしようがございません。

ですので、ちょっと答弁は差し控えたいと思います。以上です。 

○委員（金子恵委員） 

委員長交代します。 

○委員長（喜々津英世委員） 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

政治倫理の問題はまた別としてですね、米の問題でちょっと理解を深めたいなと思う

んですが、その学校給食の売買契約書によりますと、先程から何度もおっしゃるように、

あくまでも１０キロ当たりの単価契約があるというのと、もう一つが長崎県産のヒノヒ

カリですね、ヒノヒカリを扱うんだというのが契約なんですよね。だったんですが、西

岡議員が６月６日の全員協議会の中で話したのが、学校給食米に納入されたのは長与産

米じゃなく、結果的にはＪＡ長崎せいひを経由した経済連のパールライスだったと、愛

野の精米所ですかね、そこの経過だったと。私もそのパールライスとこのヒノヒカリの

関係がどう、食い違うのかなと思ったんですが、今ちょっと確認してみたら、全農のパ

ールライスで、パールライスの中で長崎県産のヒノヒカリというのは取り扱ってるんで

すよ。ですから、意図的じゃないとしてもこのパールライスの中にヒノヒカリというの

が含まれてるというふうに理解すれば、教育委員会自体のこの契約は、契約違反は教育

委員会としてはしてないのかなというふうに思うんですが、米の問題についてちょっと

私素人なので、ちょっとそこは確認させていただきたいんですが、いかがでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

質問を変えて。 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

すいません、ちょっと質問変えますけれども、西岡議員が発言された中で、結果的に

は愛野の精米所を経由したパールライスだっていうことですが、これは西岡議員の認識

ですと中に入ってるお米がヒノヒカリの品種だっていうふうな認識はありますか。それ

とも違いますか、いかがでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

堤委員。まず、ぱっと見て、これがヒノヒカリか、コシヒカリかというのはなかなか



分かりづらい面があろうかと思うんです。分かる範囲で答弁をお願いします。 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

そこの部分は、問題は長与産かどうかっていうのが論点でありまして、ヒノヒカリは

ヒノヒカリで別に問題はないというふうに、品種的にですね。要は産地の問題なんです。

と思います。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

堤委員。 

○委員（堤理志委員） 

ですから、今のところはもう明確に西岡議員と教育委員会の説明が明確に食い違って

おりますので、これはもう委員長に取り計らって、これ教育委員会にも再度、明らかに

違うので確認をお願いしたいと思います。 

○委員長（喜々津英世委員） 

そのように計りたいと思います。他にありませんか。 

金子委員。 

○委員（金子恵委員） 

ちょっと今の堤さんの内容にちょっと関係するかもしれないんですけど、給食を扱う

時点でまず成分をどうなのかっていうのを、普通だったら１年に１回を提出をさせられ

るんですね。そういうのは本町の場合は、学校の場合は行ってないということなんでし

ょうかね。 

○委員長（喜々津英世委員） 

もし、把握しておれば、答弁を。 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

ちゃんと成分表を出して、成分表というか、教育委員会が発行する所定の分析表って

いうか、内容書はちゃんと必要事項を書いて送っております。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

金子委員。 

○委員（金子恵委員） 

それを聞きたかったんですけど。どこの業者もやっぱりそれは一応、義務として提出

をしないといけないのかなというふうに思うんですよね。何て言うか、御自分は個人で

行った。議員の立場では行っていないっていうのは西岡さんの認識であって。私たちっ

ていうか、周りの人から見て、西岡さんのされたことが圧力なのか、その口ききなのか、

働きかけなのか、これはもう個々人やっぱりいろんな考えっていうか、そういうもとで

西岡さんの一言、一言にやっぱりこう言及していきたいっていうふうに思うわけですた

いね。そういうことからしても、働きかけではないかという点も考慮して、こういうふ



うな特別委員会になったのかなというふうにもちょっと思ったりもするんですけれども、

新聞報道で教育長が先程、饗庭さんもちょっとおっしゃってましたけれども、町議の影

響がなかったと言えばウソになるっていう、この発言というのは７月の３日の教育委員

会での質疑応答の中で教育次長が言った、発言であったという説明で、明らかになった

んですけれども、これに関してですね、教育長の発言では無かったにしても、影響力を

行使したという事が立証されたのではないかと思うんですけれども、それに関して西岡

議員はどういうふうに考えられますか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

金子議員も言われてるように取り方、相手の受け方というで、私は全く個人として行

きましたので、全くそういう思いはございません。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

金子委員。 

○委員（金子恵委員） 

しかし、周りがやっぱり議員。もう繰り返しになってしまうんですけれどもそこは西

岡さんからそういうつもりはありませんっていうことでおっしゃられるので、きっと皆

さん、ぐるぐる回ってるだけで、結局周りは議員と思って見てるわけですよね。だから

やっぱりそこに何らかの、申し訳なかったの一言ではないけれども、あってしかるべき

だというふうに思うんですね。働きかけとか何とかしていないにしても、こういうこと

を問題にさせてしまった、してしまったっていうところへのやっぱり謝罪というのは、

あって当然だと思うんですけれども、その点は改めて、その考えてはいらっしゃらない

んでしょうか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

謝罪っていうことはもう認めたということになります。私の意図と反することでござ

いますので、私はあくまでも個人として行きましたので、１業者の関わりを持ってる個

人として行きましたので、そこは御理解をいただきたいというふうに思います。今でも

その思いは変わっておりません。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

今、これは実態調査と政治倫理条例の部分も若干絡みがあるので質問があったりして

おりますけれども、政治倫理条例に関することについては、この後、議会の設置の目的

として、長与町議会議員政治倫理条例に基づく調査というようなことを入れております

ので、また、その段階で詳しくやりたいと思います。他にありませんか。 

河野委員。 



○委員（河野龍二委員） 

すいません。ちょっとその確認の意味で質問させていただきます。西岡屋は米の納入

はどちらでされてるんでしょうか。西岡屋の米の納入、お米を西岡屋が取り寄せる、仕

入れですたいね。仕入れはどこにやられてるんですか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

それはプライベートなことなので、言及は避けさせてください。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

河野議員。 

○委員（河野龍二委員） 

そうすると中村米穀店と同じ業者ですか、納入業者は。そこだけは確認できませんか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

それも、商売の中に入り込んだことなので、私から言及は避けさせてください。 

○委員長（喜々津英世委員） 

河野委員。 

○委員（河野龍二委員） 

なぜ質問したかというと７月３日の教育委員会からの資料で、長与町の学校給食米の

流れということで、全ての学校給食の米を西岡屋に発注をして、そこから中村米穀店に

長与小分が来るというふうなこのフロー図をいただいたんですよね。そうすると、同じ

業者なのかな。中村米穀店は別の業者ではないなと。西岡屋が全部取り寄せて、中村米

穀店に長与小分を渡すというふうな形の取り組みをやってらっしゃるんですか。そこは

確認できますか。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

そこは卸屋さんが同じ所もあれば、別の所もございます。ですから、うちの方でどう

こうという言及は避けさせてください、商売の中身に入るものですから、そこはもう言

及を避けさせてください。以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

河野委員。 

○委員（河野龍二委員） 

ちょっと事実の確認だけですね。このフロー図をいただいたんですけれども、じゃあ

その場合によっては中村米穀店に直接小学校が発注するということがあるんですかね。



そういう形でちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（喜々津英世委員） 

西岡議員。 

○西岡克之議員 

便宜上、どこぞの小学校からうちに来て、うちから連絡を入れます。中村さんにファ

クスかなんか知りませんけど。うちから中村さんに何月何日にどういうふうに来てます

よっていう形で連絡を入れている模様です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

他にありませんか。いいですか、まだ発言なさってない委員の皆さん、ありませんか。 

じゃあ質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

西岡議員にお礼を申し上げたいと思います。いろいろ質疑に対してお答えをいただき

ました。厚く御礼を申し上げます。今後とも、これで終わりになるのか、政治倫理条例

の中でまた出て来るのか分かりませんけれども、今後とも、調査に協力をいただきたい

と思います。お疲れさまでした。 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（喜々津英世委員） 

休憩を解いて委員会を再開します。かなり時間も経過をいたしておりました。この後、

実はいろいろ考えておったんですが、もう、約３時間程度になろうとしております。そ

れで、次の委員会につきましてお諮りをしたいと思いますが、この前の３日、それから、

今日の会議録、この整理をある程度踏まえた上で、次の委員会を開きたいというふうに

思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

日程的には今月いっぱいに、下旬に開けないかなという思いがいたしておりますけれ

ども、もし、それで御異議がなければ、後もって、また、いろいろ議会の行事とか、そ

ういったものと照らし合わせて、日程はお知らせをしたいと思います。 

次回は政治倫理条例。今日、いろんな教育委員会との問題、商工会の問題、いろんな

ものひっくるめて出てまいりましたけれども。絡みで、倫理条例の部分についても質問

がありましたけれど、最終的に次の委員会では、これが政治倫理条例に抵触するのか、

しないのか。抵触するとすればどういう事項があるのか。ここをしっかり押さえた上で、

委員会としては今後進めていきたいと思います。 

御異議ありませんか。 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員） 

今、当事者の行政側、教育委員会と西岡議員。お聞きしたわけですけど、その中でい

ろんな諸団体出てきてますよね。そういうとこで聞く必要ないのかどうかっていう、ち



ょっと私もこう心配するわけですけれども。これだけで、後は、いうなれば商工会と農

協でいろいろ出てます、はっきり言ってですね、名前がですね。参考人として来ていた

だいて、やっぱりこう詳しく聞いても良いんじゃないかっていう気もするわけですけど。

そういう点については、委員長としてはそれは無しとするのかどうなんですか。皆さん

方の意見なんかをお聞きしながら、もし、検討してもらえばと思いますけど、どうでし

ょうかね。 

○委員長（喜々津英世委員） 

私とすれば、例えば、商工会であるとか、農協であるとか、あるいは、それぞれ各校

の給食米の担当者であるとか、そういった所から話が聞ければ良いわけですけれども、

基本的にその１００条調査権で調査をすることではありませんので、あくまでも任意で

御協力をいただければ問題なかろうと思うんですが、基本的に今日も、お分かりのよう

に、念書が多分差し入れられておりますけれども、教育委員会と商工会の契約は単年度

契約です。毎年契約ですね。ところが念書が毎年されとるのかどうか、それはちょっと

今日聞き漏らしましたけれども。そういった問題であるとか、かなり、例えば中村米穀

店にしてもいろいろ調べたい事はあるんですが、皆さん方が今後調査をする上で、例え

ば文書による質問とか、そういったことが可能なのかどうか、事務局とも十分に打ち合

わせをしながら、議会運営提要とかそういったものを見ながらですね。やらなければ、

私もここでどうします、こうしますというのは、なかなか言えないんじゃなかろうかな

と思います。 

○委員長（喜々津英世委員） 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員） 

今、委員長が苦労する話が出ましたけど、事務局としては今言う、その商工会とか農

協とか、その他、いろんな名前が出たり、関係団体出てますけども、個々にお願いする

ということは無理っていう前提なのか。これできるっていう判断なのか。どうなんです

か。それができなければ、００条委員会を作って、また皆さん方で検討してやるとかな

ってくると思いますけども、どうですかね。 

○委員長（喜々津英世委員） 

富永議事課長。 

○監査事務局長兼議事課長（富永正彦君） 

事務局としての考え方ですけども、今回、この特別委員会の目的が倫理条例にどうか

というのが大きな柱としてあるわけでございまして、今回の話でいくと教育委員会、副

町長と西岡議員、この三者が新聞報道等でも出てきてるお名前でございまして、まずは

この三者で事実確認をしたというのが今の状況でございます。この状況で皆さんが実態

把握として把握をされた内容をもってですね、倫理条例に抵触する、しない。その辺り

は特別委員会の中で決めていただくことではないのかなということで考えてはおります。



以上です。 

○委員長（喜々津英世委員） 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員） 

だから、難しいような発言であるから、委員長として皆さん方にそういうのを諮って、

先程出るような来ていただくか、あるいは文書で行動いただくか。何かそういう次の策

ができないのかなと思って、ちょっと私が委員長にお願いして、なるだけならやっぱり、

まだまだ皆さん方も本当にこう究明したいという気持ちがあるような気がしますので、

せっかくならば、そこまでも良いかなって私思って、ちょっと、発言をさせて、皆さん

方に問うてからいかれればどうかなと思って、ちょっとしとるわけですけどね。 

○委員長（喜々津英世委員） 

他の委員の皆さん、どうですか。 

竹中委員。 

○委員（竹中悟委員） 

やっぱり、その今の１００条委員会とこの特別委員会の違いがね、やっぱりあります

から、なかなか難しい所だと思うんですね。農協にすればコンプライアンスの遵守規定

があるんですよ。これを逸脱して、ちょっと農協から、この委員長の資料じゃね、取材

報道がもたらされたと、もう確定的に書いてあるんですね。そうすると、私達は農協の

事に口出しすることはできませんけど、非常に迷惑をかけるんじゃないかなという気持

ちがあるんですね。コンプライアンスということをちょっと出してみたんですよ。そし

たらね、やっぱりこの新聞社へ農協が出したということ。それと議員がここにその資料

を持ってるということは非常に大きな問題なんですですよ。農協にとってね。我々は違

いますよ、我々はこの今の実態を言ってるわけですけど。実際この社会的に見ると、こ

の農協というのは、この目的、はじめこれだけコンプライアンスについてありますけど

ね。８枚ぐらいあるんですよ。これを全部読ませていただいたけど、非常に問題が出て

くるんですね。だからその辺も含めながら、事務局と委員長、判断してね、呼ぶ人、呼

ばない人を考えないと大変なことになります。それを一つ忠告をしておきます。 

○委員長（喜々津英世委員） 

農協のコンプライアンスの問題は農協内部の問題ですので、我々がここでどうこうじ

ゃない。ただ商工会については密接に契約という問題がありますのでね。しかし、商工

会だけ呼んでどうこうということでも、やっぱり問題もあろうかと思いますので、これ

については今後の調査の中で、それをどうするかということについては、会議録の整理

等した後、なお疑義の解明が必要だという部分があれば、そういったものにまで踏み込

んでやるべきじゃないかなと思います。いかがですか。 

吉岡委員。 

○委員（吉岡清彦委員） 



先程７月末ぐらいでとか発言がありましたですよね。７月末ぐらいで終わりたいとか

いう、何かね、報告を事務局に聞けば分かると思いますけども、２４日から広報のあれ

が出て、研修に行くし、末にはまた建産が行くとかいうことで、あるとなれば来週。で

も、あんまり時間が無いわけですよね。だからそういうことも一つ思いますけども、何

かそういうのを含めながら、ちょっと進めてもらいたいと思いますけどね。 

○委員長（喜々津英世委員） 

先程、申しましたように、会議録がまだ３日の分も出来ておりませんので、ぜひ事務

局も本来の業務プラス、こういったもので手を煩わしておりますので、そこら辺が今日

の会議録が出来るのも踏まえてですね、やっぱり、次は７月の下旬にせざるを得んと。

そうすると、委員会としては、それを踏まえてまた８月にずれ込んで行くということも

間違いないと思いますので、そういうスケジュールでですね、やっていきたいと思いま

す。他にありませんか。 

河野委員。 

○委員（河野龍二委員） 

確認ですけど、先程委員長は今度の委員会は倫理条例に抵触するかどうかという議論

をしたいというふうな話をされましたけども、同僚議員からは他の関係者も呼んで話を

聞いたらどうかというふうな話なんで。どうなるんですかね、抵触するかどうかを議論

した後に他の関係者を呼ぶものなのか。その辺の議論がどうやって良いのかちょっとこ

う、イメージ的に沸かないですね。例えば私は抵触すると言う。他の方は抵触しないと。

その中で分かれたあと、また呼ぶのかですね、その辺がちょっとこうイメージとしてよ

く沸かないんで、どういう回になるものなのかですね、ちょっと確認したいと思います。 

○委員長（喜々津英世委員） 

今日の質疑の中でも明確になったのは、自分はそういうつもりじゃないんだと。相手

方の取り方次第だという話も随分ありましたしね。今日の答弁を聞く限りは遺憾に思う

というのは、あくまでも行政側の対応に対して遺憾に思うと、御自分がお詫びしたとい

うことでは全く無かったというふうに思います。そういったものを明確にする中で、そ

ういう関係、団体関係者を呼んで、するかしないか。これは、今ここで私もどうすると

いうことは言えませんけれども、私とすれば、もしそういう１００条委員会でない調査

ですけれども、協力をしてもらえるということであれば、より実態解明に結びつくとい

うふうには思っております。答弁にならんでしょうけど。 

河野委員。 

○委員（河野龍二委員） 

ですから、ちょっとこの議事録が、今日もいろいろお話聞いて、まだまだこうなんで

すかね、不明な点がたくさんあるんですよね。聞き取る中ではなかなかこう、書けない

し、やっぱりこの議事録を確認する中で、じゃあこの辺はもう一度教育委員会に、この

辺は農協なり、商工会なりというふうな形の整理をする会議にしてもらったらどうかな



と。いきなりその抵触するかどうかっていう議論になるとちょっとまだこのそういう他

の意見も聞きたいってなると、そこはまだ言えないというふうな方も出てくるんではな

いかなというふうに思いますし、今日の発言を聞いて、この専門家の意見もね。場合に

よっては聞く。学識経験者みたいなですね、そういうふうな意見を聞く場も、ちょっと

こういう発言があったけど、これはどう捉えるかだとかですね、そういうところもちょ

っと確認して、それはわざわざ来てもらう必要ないかもしれませんけども、そういうふ

うな事例だとかですね、ちょっと、調査する機関にしたらどうかなというふうにちょっ

と思うんですけど、これ提案ですけども。 

○委員長（喜々津英世委員） 

はい、分かりました。 

岩永委員。 

○委員（岩永政則委員） 

この特別委員会のポイントは二つあると思うんですよ。一つは、政治倫理条例に基づ

いて、その特別委員会を設置するというのが基本的な考え方であったですね。これはポ

イント１ですね。それとそれじゃあ何をするのかという、その条例の決議のですね、設

置の決議の目的にありますように、一つは、給食米を巡る新聞報道に係る実態把握が一

つ。それで二つ目には、長与町議会議員の政治倫理条例に基づく調査とこの２点がある

わけです。今ですね。今３回ですかね、今日で。しておるのは、先程の言いました

（１）の給食米を巡る新聞報道に係る実態調査なんですよ。これでね、今、今日の段階

で、この実態調査を終わるのかですね。終わらないのか、どうしてもやっぱりあること

が、あるのでね、やるかやらないかということであってですね。次は、この実態調査を

もう今日で終わりだということに、みんなの意見でね、なれば、次は（２）の政治倫理

条例に基づく調査に入っていくと。それが、先程、委員長言われるその抵触するかしな

いかという以前の問題として、（２）で調査しましょうと決めとるわけでしょう。それ

を議論しなくてですね。抵触しますか、しませんかと前回の終わりにも委員長は発言を、

ちょっとそういう発言をされましたですね。それはちょっとやっぱり早過ぎるわけでで

すね。（２）の調査を１回で終わるのか２回で終わるのかね、これを議論をせないかん

わけですよ。そうした上で、抵触するかしないかをですね。決めないかんということに、

やっぱり順序間違わんように運営をした方が良いんじゃないかと、委員長の運営として

ですね。 

○委員長（喜々津英世委員） 

実態調査を終わるのかどうかということですけれども、基本的には、先程河野委員の

方からもありましたけど、あるいは吉岡委員からも、商工会等を呼んでと。そういう団

体を呼んでという話がありましたけれども、基本的にはこれで終わりということじゃな

かろうと思います。またいろんな関連した問題が出てくれば、それは、倫理条例の問題

と絡めて調査をせざるを得んということになってくると思います。いずれにしても、倫



理条例の問題に今度は入っていきますけれども、そこら辺を踏まえて、特別委員会とし

てはそういったものがあったのかどうかということについてですね、やっぱり認定をす

るかという作業が必要なってくると。賛成、反対いろいろあろうかと思いますけれども、

それはそれとして、これは委員会ですので、そこまでやっていくというふうに考えてお

ります。 

他になければ、本日は大変、長時間に渡って調査いただき、ありがとうございました。

これにて閉会いたします。お疲れ様でした。 

（閉会 １６時３２分） 

 

 

 

委員長 


